
　軽自動車税（種別割）は、４月１日時点で軽自動車（原付・バイク・軽四輪　など）を所有する人に、その年
度分が全額課税されます。自動車税（種別割）と異なり、月割課税制度はありません。

　次の場合は、４月１日までに廃車などの手続きを行わなければ課税されます。
◇使用不能になった（故障など）
◇すでに車両を持っていない（盗難・譲渡など）
◇市外に住所が変わった（転入・転出した人）
◇所有者が死亡した（引き続き使用する人がいる場合、名義変更の手続きが必要です。）

●問い合わせ先

　
大
人
と
こ
ど
も
で
部
屋
を
分
か
れ
て
、

か
ら
だ
や
コ
ト
バ
を
使
っ
て
遊
び
ま
す
。

大
人
に
は
日
々
の
慌
た
だ
し
さ
か
ら
離

れ
、
遊
ん
で
喋
っ
て
自
分
時
間
を
楽
し
む

機
会
に
、
こ
ど
も
に
は
の
び
の
び
と
全
身

で
楽
し
め
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
す
。

●
対
象
小
学
1
年
生
か
ら
4
年
生
ま
で
の
親
子

●
日
時
　
３
月
22
日
㈰
　
10
時
半
〜
正
午

●
会
場
ま
ど
か
ぴ
あ
２
０
２
会
議
室

●
定
員
大
人
、こ
ど
も
各
15
人（
先
着
順
）

※
大
人
は
単
独
の
参
加
も
可

※
飲
み
物
持
参
、
動
き
や
す
い
服
装

●
進
行
役
　
芸
術
文
化
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

事
業
の
参
加
者
７
人

※
市
で
は
、
芸
術
文
化
活
動
の
担
い
手
を
増
や
す

取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ

の
取
り
組
み
に
参
加
し
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
７
人
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
す
。

●
申
し
込
み
方
法
　
申
込
フ
ォ
ー
ム

●
申
込
期
限
　
３
月
18
日
㈬

●
問
い
合
わ
せ
先

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課
芸
術
文
化
担
当

☎（
５
８
０
）１
９
９
６

（
５
７
３
）７
７
９
１

shakai@
city.onojo.fukuoka.jp

芸
術
文
化
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
事
業

お
と
な
の
時
間×

こ
ど
も
の
時
間

表
現
で
つ
な
が
る
！
楽
し
む
！

遊
び
場
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

※
令
和
8
年
の
割
合
で
す
。

※
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
カ
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
割
合
は
年
２・8
％
で
す
。

L
I
N
E
で
納
期
限
の
お
知
ら
せ
を
発
信
中

　
バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
込
み
、
友
だ
ち
追

加
後
に
「
受
信
設
定
」
で
通
知
を
希
望
す

る
税
目
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
が
便
利

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
し
込
め
ま
す
。

※
一
部
対
応
し
て
い
な
い
金
融
機
関
が
あ

り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

◇
納
付
に
関
す
る
こ
と

納
税
課
納
税
相
談
担
当

☎（
5
8
0
）1
9
7
5

◇
口
座
振
替
に
関
す
る
こ
と

納
税
課
納
税
管
理
担
当

☎（
5
8
0
）1
8
3
2

3
月
31
日
㈫
が

納
期
限
で
す

◇
国
民
健
康
保
険
税（
第
10
期
）

◇
介
護
保
険
料（
第
10
期
）

◇
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
第
９
期
）

◇
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
第
５
期
）

年
９．１％

延
滞
金
は

　
水
道
事
業
は
、
市
民
税
な
ど
の
税
金
で

は
な
く
、
皆
様
が
納
め
た
水
道
料
金
で
費

用
を
ま
か
な
う
「
独
立
採
算
制
」
に
よ
り

経
営
し
て
い
ま
す
。

　
水
道
料
金
は
、
料
金
負
担
の
公
平
性
を

保
つ
た
め
に
、
水
道
を
使
う
全
て
の
皆
さ

ん
に
、
使
っ
た
水
量
に
応
じ
て
負
担
し
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
期
限
内
に
納
付
が
な

い
と
、
安
全
で
良
質
な
水
を
届
け
る
た
め

に
不
可
欠
な
施
設
整
備
な
ど
に
充
て
る
財

源
の
不
足
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
期
限
内

納
付
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

口
座
振
替
が
便
利
で
す

　
口
座
振
替
は
、
窓
口
へ
行
か
ず
に
支
払

い
が
で
き
、
支
払
い
忘
れ
も
な
く
大
変
便

利
で
す
。
左
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
申
し

込
み
で
き
ま
す
。

引
っ
越
し
す
る
人
へ
水
道
使
用
中
止
の

手
続
き
を
忘
れ
ず
に

　
引
っ
越
し
す
る
人
は
、
こ
れ
ま
で
水
道

を
使
用
し
て
い
た
住
所
で
の
使
用
中
止
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
手
続
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ま
た
は

電
話
で
で
き
ま
す
。
使
用
中
止
ま
で
５
日

未
満
の
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
電

話
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
転
出
の
際
、
水
道
料
金
は
全
額

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
管
理
会
社
が
水
道
料
金
・
下
水
道
使
用

料
を
請
求
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の

場
合
は
、
管
理
会
社
に
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

料
金
施
設
課
料
金
担
当

☎（
５
８
０
）１
９
２
３

　
市
で
は
、
空
き
家
等
の
発
生
を
予
防
し
、

良
好
な
住
環
境
を
維
持
す
る
対
策
を
総
合

的
・
計
画
的
に
実
施
す
る
方
針
と
し
て
、

大
野
城
市
空
き
家
等
対
策
計
画
（
計
画
期

間
：
平
成
29
年
度
〜
令
和
８
年
度
）
を
定

め
、
住
み
や
す
く
、
安
全
で
安
心
な
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

水
道
料
金
の

期
限
内
納
付
に
協
力
を

大
野
城
市
空
き
家
等

対
策
審
議
会
委
員
を

募
集
し
ま
す

　
こ
の
度
、
計
画
の
改
定
お
よ
び
空
き
家

等
対
策
全
般
の
審
議
を
行
う
「
大
野
城
市

空
き
家
等
対
策
審
議
会
」
の
委
員
を
募
集

し
ま
す
。

●
対
象
者
　
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

◇
満
18
歳
以
上
の
市
民
（
常
勤
の
市

職
員
、
市
議
会
議
員
を
除
く
）◇
空

き
家
等
対
策
に
つ
い
て
関
心
が
あ

り
、
平
日
昼
間
の
会
議
に
出
席
で
き

る
人
（
年
数
回
程
度
を
予
定
）

※
市
が
設
置
し
た
審
議
会
な
ど
に
３
つ
以
上

参
加
し
て
い
る
人
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

●
募
集
人
数
　
２
人
　

※
申
込
多
数
の
場
合
は
、
書
類
選
考

●
任
期
４
月
１
日
〜
（
２
年
間
）

●
報
酬
な
ど
　
あ
り

●
申
込
方
法
　
◇
送
付
◇
Ｆ
Ａ
Ｘ
◇
メ
ー

ル
（「
空
き
家
等
対
策
審
議
会
委
員

申
込
」・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・

生
年
月
日
・
性
別
・
電
話
番
号
・
職

歴
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
市
民
委
員
な

ど
の
活
動
歴
・
申
込
理
由
を
記
入
）

●
申
込
期
限
　
３
月
13
日
㈮
（
必
着
）

●
申
し
込
み
と
問
い
合
わ
せ
先

生
活
安
全
課
生
活
安
全
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
９
７

（
５
７
３
）０
０
２
２

daianzen@
city.onojo.fukuoka.jp

インターネットでの
使用中止手続きは
こちらから

●
対
象
者
◇
市
ス
ポ
ー
ツ
登
録
団
体
の

更
新
予
定
、
ま
た
は
新
規
登
録
予
定

団
体
の
監
督
・
コ
ー
チ
な
ど
、
直
接

指
導
に
携
わ
る
人
◇
市
ス
ポ
ー
ツ
協

会
会
員
◇
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
バ
ン
ク
登
録
者
お
よ

び
登
録
予
定
者
◇
地
域
ク
ラ
ブ
活
動

指
導
者
バ
ン
ク
登
録
者
お
よ
び
登
録

予
定
者
◇
そ
の
他
体
育
関
係
指
導
者

◇
そ
の
他
本
講
習
に
興
味
が
あ
る
人

●
日
時
３
月
17
日
㈫
　
午
後
７
時
〜

（
受
付
　
午
後
６
時
半
〜
）

●
会
場
ま
ど
か
ぴ
あ
　
大
ホ
ー
ル

●
内
容
指
導
と
ス
ポ
ー
ツ
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
の
境
界
線

●
講
師
山
本
　
浩
（
市
総
合
体
育
館
名

誉
館
長
）

※
令
和
８
年
度
大
野
城
市
ス
ポ
ー
ツ
登
録

団
体
に
登
録
予
定
の
団
体
の
指
導
者

は
、
必
ず
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。
受
講

し
て
い
な
い
団
体
は
登
録
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

ス
ポ
ー
ツ
課

☎（
５
８
０
）１
９
１
４

社
会
体
育
指
導
者

講
習
会

軽自動車･バイクの廃車手続きなどは済みましたか

軽自動車税（種別割）が課税されます

◇原動機付自転車（125cc以下のバイク、特定小型原動機付自転車）
◇小型特殊自動車（ミニカーやフォークリフトなど） 市税課市民税担当　　 ☎（580)1827

福岡運輸支局　    ☎050(5540)2078

軽自動車検査協会福岡主管事務所
☎050(3816)1750

125ccを超えるバイク

軽自動車

種別 手続き窓口
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